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背景

国の動き

●令和２年 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について

「令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日部活動の指導を
望まない教師が休日の部活動に従事しないこととする。」と方向性が示されました。

●令和４年 学校部活動及び新たな地域クラブの在り方等に関す
る総合的なガイドライン

「学校部活動地域連携及び地域スポーツクラブ及び地域クラブ活動への移行に取り組むこ
と」が示されました。



背景

奈良県の動き

●令和５年 奈良県部活動改革検討委員会 設置

「令和５年度から令和７年度末までを改革集中期間とし、休日の中学校部活動の地域連携及
び地域移行を完了することを目的とする。」

●令和６年２月 奈良県知事 山下知事より

「令和８年度以降、教員の指導による休日の学校部活動を廃止する。」



背景

県内市町村の動き

今後、市町村※の責任において、少子化の中でも、子どもたちが生涯にわ
たって豊かなスポーツ・文化芸術活動等に親しむ機会をもつことができるよ
う、学校と地域との連携・協働によって、部活動の在り方に関し、速やかに
改革に取り組み、持続可能な環境整備を行うとともに、教師等の負担軽減に
つながる仕組みを構築します。※市町村教育委員会、市町村地域スポーツ、文化芸術担当部署等

地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる。

地域移行



背景
部活動の意義（抜粋）

学校の部活動は、学校教育の一環として、スポーツや芸術文化等
に関心を持つ同好の生徒が教員等の指導の下に、自発的・自主的
にスポーツや文化活動を行うものであり、より高い水準の記録や
技能の習得に挑戦する中で、楽しさや喜びを味わい、学校生活に
豊かさをもたらす意義を有している。

奈良県知事「令和８年度以降、教員の指導による休日の学校部活動を廃止する。」





背景

上牧町の動き

●令和６年度 上牧町部活動改革検討委員会 設置

「令和８年度から本格実施する地域移行に向けての実証事業を実施する。」

●令和７年度 上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会 設立

「上牧町教育委員会による行政主導型」令和７年１１月設立予定



行政主導型とは

上牧町教育委員会

上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

上牧〇〇地域クラブ



上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

目 的

将来にわたり、子どもたちが文化・スポーツに継続して親しむこ
とができる機会を確保するとともに、中学部活動の意義の継承・
発展に向けて、新たな価値の創出を目指し、地域活性と文化・ス
ポーツの振興を推し進めるものとする。

主な事業

・行政主導型により休日の文化・スポーツ活動の支援
・指導員を配置し、地域クラブ活動を運営



上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

令和８年度から新上牧中学校で活動予定の学校部活動（平日）と地域ク
ラブ活動（休日）

運動部活動（平日） 地域クラブ活動（休日）
・卓球（男子・女子） → 上牧卓球地域クラブ
・陸上（男子・女子） → 上牧陸上地域クラブ
・バドミントン（女子） →  上牧バドミントン地域クラブ
・バレーボール（女子） →  上牧バレーボール地域クラブ
・テニス（男子・女子） →  上牧テニス地域クラブ
・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男子） →    上牧ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ地域クラブ

文化芸術部活動（平日）
・吹奏楽 → 上牧吹奏楽地域クラブ
・美術（活動は平日のみ）
・茶華道（活動は平日のみ）



上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

指導員

〇年齢基準・・・・１８歳以上（高校生を除く）
〇指導員の採用・・振興会が面接を行い、これまでの指導実績、

有資格等をもとに決定する。
※初年度は教育委員会が行います。

〇教職員が振興会の指導員として活動する場合もあります。
〇「指導員の手引き」を準拠したうえで適切な指導を行います。
〇指導時間・・・・３時間程度



上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

活動場所について
上牧中学校の施設（グラウンド、体育館）
第一町民体育館
第二町民体育館
健民グラウンド

用具等について
上牧中学校所有のものを使用します。

入会・退会について
生徒が地域クラブ活動に入会もしくは退会をする場合は、所定

の入会同意書、退会届を振興会へ提出いていただくことになりま
す。



上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

保護者の協力について

〇傷害保険、クラブ運営費等、振興会を運営する予算の一部とし
て、生徒一人当たり、部費を徴収します。金額は未確定ですが、
できるだけ、ご負担が最小限となるよう検討していきますので、
詳細が決まり次第、公表いたします。

〇大会や練習試合等においては、子どもたちの安全上、見守りや
会場への送迎等をお願いすることがあります。一番身近なサポー
ターであり、理解者である保護者の皆様のご協力をいただければ
幸いです。



上牧町文化・スポーツ地域クラブ振興会

傷害保険について

保険名・・・スポーツ安全保険（公益社団法人スポーツ安全協会）

掛金・・・・生徒一人 １，４５０円（年間）

概要・・・・保険適用範囲は、活動中とその往復




